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 1．大阪府育英会の奨学金について  

★ 大阪府育英会の奨学金の制度 
 

  向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な者に対し、修学に必要な資金  

  を無利子で貸し付ける制度です。 
 

 

 

★ 奨学金の種類 
 

   〇 入学時増額奨学資金 

   高校等（中等教育学校の後期課程を除く）への入学時に必要な経費の支払いに 

   充てるため、入学前に貸付する学資 

   ○ 奨学資金 

   高校等の授業料及びその他修学に必要となる経費の支払いに充てるため、在学  

   中に貸付する学資 
 

★ 奨学生の募集方法 
 

   ○ 予約奨学生募集（中学校を通じて募集）    今回の募集です！  

   中学３年生及び既に中学校を卒業したが高等学校等に進学していない者が対象 

   ○ 在学奨学生募集（高等学校等を通じて募集） 

   高等学校等に在学している者で、奨学金貸付を受けていない者が対象 
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  奨学金は貸付金です。卒業後（貸付終了後）は必ず返還しなければなりません。 
  返還金は後輩のための奨学金になります。確実に返還してください。 



★ 予約奨学生の募集とは―？ 
 

   ◎高等学校等へ進学を希望する生徒で、向学心に富みながら経済的理由により   

    修学が困難な方が、「進学前」に在学する中学校を通じて奨学金貸付の予約 

    をする制度です。 
 

   ◎高等学校等へ進学後も『在学募集』による奨学資金の申込み機会はあります 

    が、入学時増額奨学資金の申込みは今回限りとなります。 
 

   ◎今後も新型コロナウイルス感染の影響が予想されます。進学に際し経済的な 

    不安を持たれている方は、この機会に必ずお申込みください。 

    予約申込みをしても、奨学資金を借りる必要がなくなった場合は、いつでも 

    辞退できます。（借用証書他の書類を提出しなければ、自動的に辞退したも 

    のとみなします。） 
 

 

 

  ※ 新型コロナウイルス感染等の影響で一斉休校になった等の場合は、日程等を 

  変更することがございます。その際は随時ホームページ上でお知らせします 

  ので、ご不便をおかけしますがご確認くださいますようお願いします。 
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★ 申込資格について 
 

（１）令和３年４月に学校教育法による次の学校へ進学を希望する者 
 

  ・高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)、高等専門学校 

  ・専修学校(高等課程)（ただし修業年限１年以上の学科） 

  注） 中等教育学校の後期課程は、「入学時増額奨学資金」の貸付対象外です。 
 

（２）保護者（父母等）が大阪府内に住所を有すること 
 

  保護者とは、民法による親権を行う者又は未成年後見人をいい、保護者がいない場合は、 

  進学を希望する生徒の生計を支え、かつ学資を負担する者をいいます。 

  保護者が外国籍の方の申込みについては、次の在留資格が必要となります。 
 

   【在留資格】 

      ・永住者         ・日本人の配偶者等  

      ・永住者の配偶者等    ・定住者（※）    
 

 （※）定住者については、将来日本に永住する意志のない方は、申込資格がありません。 

    永住の意思確認のため、当会所定の『申立書』の提出が必要となります。 

    該当される場合は、当会までご連絡ください。『申立書』をお送りいたします。 
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★ 申込資格について 

（３）次の【算式】により算出された額（保護者合算）が次の通りであること 
 

 【算式】 市町村民税の課税標準額 × ６ ％ － 市町村民税の調整控除の額 ＝ 所得判定額 
 
 

  ＊課税標準額や調整控除の額の確認方法については、次ページ以降を参考にしてください。 

 

 

  

 

 
 

 

   ※ 年収めやすは、保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人（16歳以上）、中学生1人の 
     ４人世帯の場合のものです。 

  

奨学金区分 進 学 先 所得判定額 年収めやす（※） 

入学時増額 
奨学資金 

国公立・私立とも 154,500 円未満    590 万円未満 

奨学資金 
国 公 立 251,100 円未満    800 万円未満 

私   立 347,100 円未満 1,000 万円未満 

  ※ 注 意 ※ 
 

 収入証明書は令和２年度（直近）のものです。お間違いのないようにして 
 ください。 
 保護者全員のものが必要です。但し、配偶者控除が適用されている場合は、  
 配偶者の証明書は不要です。 
 

 （政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に３／４を乗じた額） 
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 1．大阪府育英会の奨学金について  

＜参考＞ 「課税標準額」・「調整控除の額」の確認方法 
 

 ◉ 課税標準額 
   住民税の計算の基礎となる金額です。具体的には、総合課税分の総所得金額、分離  

   短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、分離課税の上場株式等の配当所得、株式等の譲 

   渡所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得及び退職所得の金額から、所得控除金 

   額を差し引き、千円未満を切り捨てた額が該当します。 

   特別徴収税額決定通知書や課税証明書においては、「課税標準額」「課税総所得金 

   額」等と記載されています。 
 

 ◉ 調整控除 
   平成１９年度に実施された国から地方への税源移譲に伴う所得割額の税率変更によ 

   って、所得税と個人市（町村）民税・府民税の人的控除額に差があることから、変 

   更後の税率をそのまま適用すると、個人市（町村）民税・府民税を合わせた税額が 

   増加する場合があります。 

   そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くこと 

   により税負担が増加しないように調整するものです。 

 
 

  ※ 政府が運営するオンラインサービス 「マイナポータル」で課税標準額などを確認 

    することができます。 
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 1．大阪府育英会の奨学金について  

 

１．給与収入の方（サラリーマンなど） 

 ● 特別徴収税額の決定・変更通知書 

 

＜参考＞ 「課税標準額」・「調整控除の額」の確認方法 

［大阪市の例］ 

 

 

 

 

  調整控除以外に何らかの税額控除が適用されている場合は、 
 

 「調整控除額」が確定できません。 
 

  場合によっては、追加で「調整控除額」の記載がある『課税 
 

  証明書』の提出をお願いすることがあります。 
 

  あらかじめご了承ください。 

「調整控除額」は、「税額
控除額」に含まれた形で記
載されます。 

※ 注意 ※ 課税標準額 
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 1．大阪府育英会の奨学金について  

＜参考＞ 「課税標準額」・「調整控除の額」の確認方法 
 

２．給与収入以外の方（自営業者など） 

 ● 納税通知書兼税額（充当）通知書 

 

 ［大阪市の例］ 

 
 
 （その１） 

 

 

 

（その２） 

 

 

 

課税標準額 

調整控除の額 
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 1．大阪府育英会の奨学金について  

＜参考＞ 「課税標準額」・「調整控除の額」の確認方法 
 

３．前記１及び２の証明書が提出できない方、住民税が非課税の方 

 ● 市民税・府民税証明書 

 

 ［大阪市の例］ 

 
 
 

課税標準額 

 お住いの市区町村により、様式が異なる場合があります。 
 

 必ず、「課税標準額」・「調整控除の額」が表示された 
 

 証明書の交付を受けてください。 
 

 詳細は発行元の市区町村等にご確認ください。 
 

調整控除の額 
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【算式】 市町村民税の課税標準額 × ６ ％ － 市町村民税の調整控除の額 ＝ 所得判定額 
 

 

 

 （政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に３／４を乗じた額） 

所得判定額 年収めやす 貸 付 額 （年額） 貸付対象区分 

251,100 円未満    800 万円未満 
授業料実質負担額（※1） ＋ 10 万円 

（10 万円 = その他教育費） 

国公立・私立 
とも可 

251,100 円以上 
 

347,100 円未満 

   800 万円以上 
 

1,000 万円未満 

授業料実質負担額（※1） 
 

（24 万円を上限（※2））  
私立のみ可 

（※1）授業料実質負担額とは、学校の授業料年額から国の就学支援金、大阪府私立高等学校等授業料支援補助金、    

     学校独自の減免額等を差し引いた実質的な授業料負担額をいいます。 
 

（※2）所得判定額の合算（保護者合算）が251,100円以上304,200円未満（年収めやす800万円以上910万円 

     未満）の世帯のうち、府内の私立高校生を含む２人以上の子どもを扶養し大阪府授業料支援補助金の給付を 

           受ける場合は、奨学資金の貸付限度額が異なる、もしくは貸付対象外となります。 

 1．大阪府育英会の奨学金について  

★ 貸付額について 
 

 
 

 ○ 入学時増額奨学資金 （所得判定額が154,500 円未満／年収めやす590 万円未満） 
 

 （１）国公立   ５ 万円以内 （通信制過程も同額） 

 （２）私 立  ２５ 万円以内 （通信制過程は１５ 万円以内） 

 
 

 ○ 奨学資金 
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【私立高校生のみ1人の子どもを扶養する世帯】＜標準授業料 60 万円の場合＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 （※）年収のめやすは、保護者のうちどちらか一方が働き、高校生１人（１６歳以上）、中学生１人の４人世帯の場合の 

    ものです。 

貸付限度額 授業料実質負担額 ＋ 10 万円 授業料実質負担額 ＜上限24 万円＞ 

所得判定額 
（保護者合算額） 

・生活保護 
・非課税 
・154,500 円未満 

154,500 円以上 
251,100 円未満 

251,100 円以上 
304,200 円未満 

304,200 円以上 
347,100 円未満 

年収めやす（※） 590 万円未満 
590 万円以上 
800 万円未満 

800 万円以上 
910 万円未満 

   910 万円以上 
1,000 万円未満 

標準授業料  600,000 円  600,000 円  600,000 円  600,000 円 

国の就学支援金  
（A） 

▲396,000 円 ▲118,800 円 ▲118,800 円      0 円 

府の授業料支援補助金 
（B） 

▲204,000 円 ▲281,200 円      0 円      0 円 

支援金・支援補助金合計 
（A ＋ B） 

▲600,000 円 ▲400,000 円 ▲118,800 円      0 円 

保護者の負担額      0 円  200,000 円  481,200 円  600,000 円 

奨学資金貸付可能額 
（限度額） 

 100,000 円  300,000 円 240,000円 

入学時増額奨学資金 
申込の可否 

可 不   可 

＜大阪府の私立高校生等就学支援推進校に進学した場合の貸付限度額＞ 
  【算式】 市町村民税の課税標準額 × ６ ％ － 市町村民税の調整控除の額 ＝ 所得判定額 

 （政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に３／４を乗じた額） 
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【私立高校生を含む２人の子どもを扶養する世帯（※1） 】＜標準授業料 60 万円の場合＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
（※1）年度末年齢が１９歳（高校生は除く）以上の場合は、大学等において教育を受けている学生に限ります。 

     なお、大学等の進学をめざすいわゆる浪人生についても、高校卒業後１年間は人数に含めます。 

（※2）所得判定額の合算（保護者合算）が251,100円以上304,200円未満（年収めやす800万円以上910万円未満） 

     の世帯のうち、府内の私立高校生を含む２人以上の子どもを扶養し大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、 

     奨学資金の貸付限度額が異なる、もしくは貸付対象外となります。 

 

貸付限度額 授業料実質負担額 ＋ 10 万円 授業料実質負担額 ＜上限24 万円＞ 

所得判定額 
（保護者合算額） 

・生活保護 
・非課税 
・154,500 円未満 

154,500 円以上 
251,100 円未満 

251,100 円以上 
304,200 円未満 

304,200 円以上 
347,100 円未満 

年収めやす 590 万円未満 
590 万円以上 
800 万円未満 

800 万円以上 
910 万円未満 

   910 万円以上 
1,000 万円未満 

標準授業料  600,000 円  600,000 円  600,000 円  600,000 円 

国の就学支援金  
（A） 

▲396,000 円 ▲118,800 円 ▲118,800 円      0 円 

府の授業料支援補助金 
（B） 

▲204,000 円 ▲381,200 円 ▲181,200 円      0 円 

支援金・支援補助金合計 
（A ＋ B ） 

▲600,000 円 ▲500,000 円 ▲300,000 円      0 円 

保護者の負担額      0 円  100,000 円  300,000 円  600,000 円 

奨学資金貸付可能額 
（限度額） 

 100,000 円  200,000 円  100,000 円（※２）  240,000 円 

入学時増額奨学資金 
申込の可否 

可 不   可 

【算式】 市町村民税の課税標準額 × ６ ％ － 市町村民税の調整控除の額 ＝ 所得判定額 
 （政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に３／４を乗じた額） 
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【私立高校生を含む３人以上の子どもを扶養する世帯（※1） 】＜標準授業料 60 万円の場合＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
（※1）年度末年齢が１９歳（高校生は除く）以上の場合は、大学等において教育を受けている学生に限ります。 

     なお、大学等の進学をめざすいわゆる浪人生についても、高校卒業後１年間は人数に含めます。 

（※2）所得判定額の合算（保護者合算）が251,100円以上304,200円未満（年収めやす800万円以上910万円未満） 

     の世帯のうち、府内の私立高校生を含む２人以上の子どもを扶養し大阪府授業料支援補助金の給付を受ける場合は、 

     奨学資金の貸付限度額が異なる、もしくは貸付対象外となります。 

 

貸付限度額 授業料実質負担額 ＋ 10 万円 授業料実質負担額 ＜上限24 万円＞ 

所得判定額 
（保護者合算額） 

・生活保護 
・非課税 
・154,500 円未満 

154,500 円以上 
251,100 円未満 

251,100 円以上 
304,200 円未満 

304,200 円以上 
347,100 円未満 

年収めやす 590 万円未満 
590 万円以上 
800 万円未満 

800 万円以上 
910 万円未満 

   910 万円以上 
1,000 万円未満 

標準授業料  600,000 円  600,000 円  600,000 円  600,000 円 

国の就学支援金  
（A） 

▲396,000 円 ▲118,800 円 ▲118,800 円      0 円 

府の授業料支援補助金 
（B） 

▲204,000 円 ▲481,200 円 ▲381,200 円      0 円 

支援金・支援補助金合計 
（A ＋ B ） 

▲600,000 円 ▲600,000 円 ▲500,000 円      0 円 

保護者の負担額      0 円      0 円  100,000 円  600,000 円 

奨学資金貸付可能額 
（限度額） 

 100,000 円  100,000 円  貸付対象外（※２）  240,000 円 

入学時増額奨学資金 
申込の可否 

可 不   可 
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【算式】 市町村民税の課税標準額 × ６ ％ － 市町村民税の調整控除の額 ＝ 所得判定額 

 （政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に３／４を乗じた額） 
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申  込  み 

★ 予約奨学生募集スケジュール ＜ 申込みから貸付まで ＞ 

  在学（出身）中学校で、申込書類の交付を受けてください。 

大阪府育英会  1月下旬 
◎貸付手続書類 

中  学  校 
申込者 

（生徒本人） 

９月上旬～ 
10月上旬 

大阪府育英会 

12月上旬 

申込者 
（生徒本人） 

中  学  校 
◎予約奨学生申込書 

◎採否決定通知 申込者 
（生徒本人） 

中  学  校 

（※中学校が指定する期限までに） 

（封筒に入れてお渡しします） 



① 入学時増額奨学資金貸付 
 ＜提出期間＞  ●専願（私立） ２月 ５日～２月２２日 
       ●併願・国公立 ２月２５日～３月２９日 

受付後、概ね１０日以内 

大阪府育英会 申込者 
（生徒本人） 

生徒本人の口座 

◎入学時増額奨学資金借用証書等 

② 奨学資金貸付 

～４月上旬 

５月３１日 

大阪府育英会 

５月下旬 

進学先高校等 
◎奨学資金借用証書等 

◎本採用通知・原票 

生徒本人の口座 

 ２．予約奨学生募集の流れについて  14 

申込者 
（生徒本人） 

申込者 
（生徒本人） 

進学先高校等 

※ 提出がない場合は、辞退とみなします。 

※ 提出がない場合は、辞退とみなします。 



★ 募集及び申込関係書類の送付 
 

    募集及び申込みに必要な関係書類を ８月２４日（月）に「育英会」から 

  「各中学校」へ送付しています。 

  

NO 書   類   名 備  考 

1  予約奨学生募集のポスター 学校内に掲示 

2  予約奨学生の募集について（チラシ） 生徒全員に配布 

3 

 予約奨学生（奨学金）申込みのしおり 

申込希望者に配布 
（セット内容） 

 申込みのしおり 

 申込書（３連式） 

 記入例（両面刷り） 

 別 表（両面刷り） 

 Q ＆ A 一覧 

 3．予約奨学生募集の申込みについて    15 



★ 募集手続きについて 
 

 １．ポスターの掲示 
 

  学校内にポスター（『予約奨学生募集のお知らせ』）が掲示されています。 

16  3．予約奨学生募集の申込みについて    



 ２．チラシの配布 
 

  対象となる生徒全員に、『大阪府育英会予約奨学生の募集について』の 

  チラシが配布されます。 

17  3．予約奨学生募集の申込みについて    



 ３．申込書の配布（1） 
 

  申込希望の方は、学校から『予約奨学生申込みのしおり』の交付を受けて 

  ください。 

 

（セット内容） 

 ・申込みのしおり 

 ・申 込 書 

 ・記 入 例 

 ・別   表 

 ・Q＆A一覧 

18  3．予約奨学生募集の申込みについて    



 ３．申込書の配布（2） 
  

  申込みのしおりの2ページ目に提出期限を記入する箇所があります。 

  忘れないように必ず記入し、期限までに学校に提出してください。 

   

 ※ 提 出 期 限 厳 守 ※   

19  3．予約奨学生募集の申込みについて    



★ 提出書類の確認について 
 

  必ず以下の点を確認していただき提出してください。 

  点検箇所・方法等については、次ページ以降を参照してください。 

     申込書の必要事項がすべて記入されているか。 

 

       申込書    面に必要書類がすべてのり付けされているか。 
 
 

        ① 保護者の収入に関する証明書等 
 

        ② 生徒本人及び保護者の住民票 
 

        ③ 生徒本人の通帳のコピー 
 

        ④ その他の書類 

         （「ひとり親家庭医療証」のコピーや事情書など） 

C 

１ 

2 

20  ４．提出書類について    



★  申込書の必要事項がすべて記入されているか。 
 

       をご覧になり、記入漏れや記入間違いがないようにしてください。  

 

・申込書             ・申込書       A A 記 入 例 

記 入 例 

21  ４．提出書類について    

１ 



★  申込書の必要事項がすべて記入されているか。 
 

       をご覧になり、記入漏れや記入間違いがないようにしてください。  

 

記 入 例 

１ 

・申込書              ・申込書       B B 記 入 例 

この箇所については、次のページを 
ご覧ください。       

22  ４．提出書類について    



＜申込書  面の記入について＞ B 

 必ず、いずれかに ☑ してください！ 
 （複数 ☑ は不可です。） 

 ① または ② に ☑ した方は、 
 こちらにも ☑ してください！ 

※ 私立の通信制課程に入学された場合の貸付限度額は１５万円ですが、現時点で、通信制課程を 

  希望されていても進学が未定の場合は、全日制私立の貸付限度額２５万円を記入してください。 
 

 ＊申込み後の希望金額の増額はできませんが、減額は可能です。通信制に進学された場合は、 

      希望限度額を１５万円とします。 
 

 ＊通信制の進学を予定し１５万円と記入された方が、全日制の私立に進学された場合、増額は 

      できません。限度額は１５万円のままとなります。 

 ① または ② に ☑ した方は、  
 希望金額を記入してください！ 
 必ず、両方記入してください！ 

23  ４．提出書類について    



★  申込書    面に必要書類がすべて添付されているか。 
 

 ① 保護者の収入に関する証明書等  
 

 次のいずれかを必ずのり付けしてください！（氏名の部分が切れないようにコピーして 

 ください。）   ※ 令和２年度（直近）のもので、保護者全員分 ※ 

２ C 

収 

入 

に 

関 

す 

る 

証 

明 

書 

保 護 者 の 職 業 形 態 申    込    に    必    要    な    書    類 

1 
給与収入の方 
 （サラリーマンなど） 

◎令和２年度 市(町村)民税・ 府民税特別徴収税額の決定・変更通知書  
  （納税義務者用） 
 （*）５月下旬から６月上旬に、勤務先から交付されたものです。 
     非課税の方についても、交付されています。 

2 
給与収入以外の方 
（自営業者など） 
 

◎令和２年度 市(町村)民税・ 府民税納税通知書兼税額決定(充当)通知書  
 （*）６月中に市町村の税務担当課から送付されたものです。 
     お住まいの地域により、非課税の方には送付されていない場合があり 
           ます。 ※すべての面をコピーして提出してください。 

３ 
・上の１及び２の証明書 
   が提出できない人 
・住民税が非課税等の人 

◎令和２年度 市(町村)民税・ 府民税課税証明書 
 （*）市区町村の窓口で交付をうけてください。 
    （市区町村により証明書の名称が異なります。） 

４ 生活保護世帯の人 
◎生活保護受給（適用）証明書（提出する日から3ケ月以内に発行されたもの） 

 （*）住所地の市区町村福祉事務所等で交付を受けてください。 

   注）証明書には、生徒氏名及び保護者（父母等）氏名の記載が必要です。 

※ 上記１～３の証明書において扶養親族該当区分の控除対象配偶者欄に 「＊」・「★」・「１」・「有」が記載 

  されている場合は、配偶者の証明書は不要です。 

※ 源泉徴収票、確定申告書は、収入に関する証明書として使用できません。 

※ 上記１、２の両方の収入がある方は、両方の証明書が必要です。 

 

24  ４．提出書類について    



 

 ① 保護者の収入に関する証明書等 
 

 次の事情に該当する場合は、収入に関する証明書に加えて次の書類が必要です。 
 

 ※ 毎年、ひとり親家庭（母子・父子世帯）の提出書類不備が多く見られます。 

   ひとり親家庭の場合は、『収入に関する証明書』の「寡婦・特別寡婦・寡夫」欄に 

   記号があるか（次ページ以降参照）、ない場合は『ひとり親家庭医療証』のコピー、 

   又は『続柄が表示されている世帯全員の住民票の原本』の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

事 情 内 容 必 要 書 類 

 ■ ひとり親家庭の場合 
  収入に関する証明書において、本人該当 
  区分の寡婦・特定の寡婦・寡夫に＊印・ 
  ★印等が記載されていない場合 

 ◎『ひとり親家庭医療証』のコピー 
   上記を提出できない場合は、その事実が 
   確認できる書類 
  （続柄を表示した世帯全員の住民票等） 

 ■ 海外勤務などで、住民税が非課税の場合 
 ◎令和元年（平成３１年）中の給与支払証明書 
  （育英会所定の様式） 

 ■ 解雇等による失職・転職、 
   その他著しい収入減が見込まれる場合 

 ◎申込時から１年以内に交付された『雇用保険受給 
    資格者証』又は『離職票（証明書）』のコピー 
 ◎退職日までの源泉徴収票 
 ◎今年の収入見込証明書等 

25  ４．提出書類について    



 

 ① 保護者の収入に関する証明書等 
 

  ＜参考＞ 『収入に関する証明書』の「寡婦・特別寡婦・寡夫」欄 
 

 １．給与収入の方（サラリーマンなど） 

  ● 特別徴収税額の決定・変更通知書 

 

 

 

ここに「＊」印や「★」印等が 
あれば、「ひとり親家庭」です。 

［大阪市の例］ 

 

 

 

 

26  ４．提出書類について    



 

 ① 保護者の収入に関する証明書等 
 

  ＜参考＞ 『収入に関する証明書』の「寡婦・特別寡婦・寡夫」欄 
 

 ２．給与収入以外の方（自営業者など） 

  ● 納税通知書兼税額（充当）通知書 

 

 

 

 ［大阪市の例］ 

 
 
 

ここに「＊」印や「★」印等が 
あれば、「ひとり親家庭」です。 

（その１） 

 

 

 

 

27  ４．提出書類について    



 

 ① 保護者の収入に関する証明書等 
 

  ＜参考＞ 『収入に関する証明書』の「寡婦・特別寡婦・寡夫」欄 
 

 ３．前記１及び２の証明書が提出できない方、住民税が非課税の方 

  ● 市民税・府民税証明書 

 

 

 

［大阪市の例］ 

 

 

 

ここに「＊」印や「〇」印等が 
あれば、「ひとり親家庭」です。 

 市区町村により表示方法等が異なります。 
『所等控除の内訳』欄に「寡婦」などの文言と 
 併せて金額（300,000円など）が表示されて   
 いる場合などがあります。 

28  ４．提出書類について    



  

 ② 生徒本人及び保護者の住民票 （※申込書    票の裏面に注意事項が記載されています。） 
  

 以下の点に注意してください！ 

 ① 原本で、当会に提出する日から３ヶ月以内に発行されたも 

   のを提出してください。 
 

 ② 複数枚綴りの住民票は、解かず全て提出してください。 

     （解かれて一部のみが提出されている場合は、受付できま 

   せん。） 
 

 ③ 個人番号（いわゆる「マイナンバー」）は、非表示にして 

   ください。（表示されているものは、受付できません。） 
 

 ④ 保護者が外国籍の方の場合は、「在留資格」の表示が必要 

   です。 

   但し、「在留カード」又は「特別永住者証明書（カード）」 

   のコピーが添付されている場合は、非表示でも結構です。 
 

   なお、申込資格がある在留資格は以下のみとなります。 

     ・永住者       ・日本人の配偶者等 

     ・永住者の配偶者等  ・定住者（※） 

  （※）定住者の場合は、将来日本に永住する意思確認のた 

     めの『申立書』の提出が必要です。所定の様式があ 

     りますので、当会までご連絡ください。 
 

 ⑤「ひとり親家庭」の証明書類として提出する場合は、続柄 

   表示がある世帯全員の住民票が必要です。 

C 

1 
2 

3 

4 

5 

29  ４．提出書類について    



  

 ③ 生徒本人の通帳のコピー 
 

   生徒本人名義の通帳のコピーをのり付けしてください！ 

   通帳がないタイプの口座の場合、キャッシュカードのコピーやインターネットバンキ 

     ングログイン後に各銀行が用意している「通帳表紙イメージ」や「口座番号連絡書」 

     などをプリントアウトしたものでも結構です。 

参 考 

■ ゆうちょ銀行（通常貯金）の場合    このページをコピーして  
 提出してください。 

■ その他の銀行の場合 

（下記銀行以外は受付不可です） 
 

・三菱UFJ銀行 

・三井住友銀行 

・りそな銀行 

・関西みらい銀行 

・池田泉州銀行 

普通預金 

（総合口座）   

 ※ 送金機能がないと 
     振込できません！ 

【預金種目】は、普通預金 

30 

≪送金機能の確認方法≫ 

 ① 振替口座開設に「○」印がある 

 ② 上限額に金額の印字がある 
 

 ①または②の場合、振込可能です。 
 

 ※どちらもない場合は、ゆうちょ 

  銀行へ問い合わせが必要です！ 

・口座名義人 
・口座番号 
・支店番号 
・支店名 
  が記載されているページ 
 （通帳表紙の次のページ） 
  のコピーを提出してくだ 
  さい。 

 ４．提出書類について    



 ＜参考＞ 貸付までの流れと関係書類  
 

 
 

大  

阪  

府  

育  

英  

会 

 
 

 

中 
  

学 
  

校 

＜育英会へ直接郵送＞ 

●採否決定通知 

 
 

 

申   

込   

者
（ 

生 

徒 

本 

人 

） 

① 

② 

③ ④ 

②入学時増額奨学資金借用証書 

＜貸付手続書類＞（一式を封入） 

 ①借入手続きについて 
 ②入学時増額奨学資金借用証書 
 ③進学届 
 ④奨学資金借用証書 
 

③進学届 
④奨学資金借用証書 

12月上旬 

1月下旬 

2月上旬～3月下旬 

3月下旬～4月上旬 

進
学
先
高
校
等 

中学校が指定する期限までに 

31 

借
入
手
続
き 

借
入
手
続
き 



 ＜参考＞ 見本  採否決定通知  

 ＜大阪府育英会予約奨学生貸付予定者決定通知書＞ 

１２月上旬に学校を通じて交付します。 

※ 昨年度の予約奨学生募集時のものです。 
    書式等を変更する場合があります。 

32 



 ＜参考＞ 見本  ①借入手続きについて  

 ＜大阪府育英会予約奨学生貸付予定者の借入手続きについて＞ 

 １月下旬に学校を通じて交付します。 
 借用証書等の借入手続き書類と一緒  
 に封筒に入れてお渡しします。 

封筒に入っています 

※ 昨年度の予約奨学生募集時のものです。 
    書式等を変更する場合があります。 

33 



 ＜参考＞ 見本  ②借用証書  

 ＜入学時増額奨学資金借用証書＞ 

封筒に入っています 

 １月下旬に学校を通じて交付します。（借入希望者のみ） 
 他の書類と一緒に封筒に入れてお渡しします。 

※ 昨年度の予約奨学生募集時のものです。 
    書式等を変更する場合があります。 

 入学時増額奨学資金の 
 
 

 借入手続き書類の提出 
 
  

 先は、育英会です。 

34 



 ＜参考＞ 見本  ③進学届  

 ＜進学届＞ 

※ 昨年度の予約奨学生募集時のものです。書式等を変更する場合があります。 

封筒に入っています 

 奨学資金の借入手続き 
 

 書類の提出先は、進学 
 

 先の高校等です。 

 １月下旬に学校を通じて交付します。（奨学資金借入希望者のみ） 
 他の書類と一緒に封筒に入れてお渡しします。 

35 



 ＜参考＞ 見本 ④借用証書  

 ＜奨学資金借用証書＞ 

封筒に入っています 

※ 昨年度の予約奨学生募集時のものです。書式等を変更する場合があります。 

 奨学資金の借入手続き 
 

 書類の提出先は、進学 
 

 先の高校等です。 

 １月下旬に学校を通じて交付します。（借入希望者のみ） 
 他の書類と一緒に封筒に入れてお渡しします。 

36 



 ＜参考＞ Q ＆ A について 

 例年、問い合わせがある事項については、別紙『Q＆A一覧』にまとめておりますので、 
 参考にしてください。ご不明な点があれば、育英会までご連絡ください。 

37 
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